
名張市市民自治検討委員会名簿 

 

副委員長  稲 沢 克 祐 四日市大学総合政策学部助教授 

内 山 富 雄 名張近鉄ガス株式会社 代表取締役社長 

岡田 かる子 名張市ボランティア連絡協議会 会長 

河 合  進 市民公募 

越 田 宏 子 市民公募 

多田 昭太郎 名張市区長会 副会長 

谷 川  健 名張市地域づくり連絡協議会 会長 

中    孝 市民公募 

委員長   中 川 幾 郎 帝塚山大学法政策学部教授 

中 森 久 夫 名張市市民公益活動促進検討委員会 委員長職務代理（元） 

西 山 法 生 NPO 法人 あかいほ 理事 

林 き み 子 美旗まちづくり協議会 

宮 下  健 市議会議員 

望 月 明 子 桔梗が丘まちづくり委員会 

山 下 松 一 市議会議員 

 

             （氏名５０音順） 
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市民自治検討委員会の検討経過 

 

 

 日  時 ・ 場  所 検 討 内 容 等 

第１回 
10 月 1 日（金）16:00～18:00 

名張市役所 庁議室 

委嘱状公布 
委員長等の互選 
研修会等 

第２回 
11 月 5 日（金）18:00～20:00 

名張市役所 庁議室 

自治の理念と条例の目的 

市民の権利と責務等 

第３回 
11 月 24 日（水）18:00～20:00 

名張市役所 庁議室 

市議会及び市長等の役割･

責務等 

第４回 
11 月 30 日（火）18:00～20:00 

名張市役所 庁議室 

情報共有 

市政運営 

第５回 
12 月 17 日（金）18:00～20:30 

名張市役所 庁議室 

市政運営 
参画及び協働 
最高規範性他 

第６回 
1 月 14 日（金）19:00～21:00 

名張市役所 庁議室 
市民公益活動の促進 

第７回 
1 月 25 日（火）18:00～20:00 

名張市役所 庁議室 
全体のまとめ 

第８回 
2 月 4 日（金）18:00～20:00 

名張市役所 庁議室 
報告書作成 
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名張市市民自治検討委員会設置要綱 
（目的及び設置） 

第１条 名張市における市民と行政とのパートナーシップによるまちづくりの基本的な

仕組みやルールを実効性と永続性のある条例として明らかにするため、これからの市

民自治のあるべき姿と、条例に規定すべき項目や内容等を検討することを目的として

名張市市民自治検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討を行い、その結果を取りまとめ

て、市長に報告するものとする。 
(1) 自治基本条例の策定に関すること。 
(2) 市民公益活動を促進するための条例の策定に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員１５名以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 
(2) 市議会議員 
(3) 地域づくり活動団体及び市民活動団体の関係者 
(4) 公募による市民 
(5) その他市長が必要と認める者 
（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する条例が施行されるまでの間とする。 
（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長１名及び副委員長１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴く

ことができる。 
（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画財政部総合企画室及び生活環境部市民活動推進室におい

て処理する。 
（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 
  附 則 
この要綱は、告示の日から施行する。 
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